
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第４７号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年２月２５日 ２３時０５分ごろ 

発生場所 香川県高松市男
お

木
ぎ

島西方沖の備讃瀬戸東航路中央第３号灯浮標 

 男木島灯台から真方位２５８°２.３海里付近 

 （概位 北緯３４°２５.６′ 東経１３４°００.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年４月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 燕州
えんしゅう

丸、４９９トン 

 １４１１０９、中栄マリン株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船首部に擦過傷 

灯浮標 凹損及び電球２個が破損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、コークス約１,２０９ｔを積載

し、船長が単独で船橋当直に当たり、男木島西方沖の備讃瀬戸東航路

を０７６°の真針路及び約１３ノットの対地速力で自動操舵によって

航行した。 

 船長は、備讃瀬戸東航路中央第３号灯浮標（以下「本件灯浮標」と

いう。）の灯光を視認した際、本件灯浮標から離れて航行しているも

のと思い、同じ針路及び速力で航行中、衝突直前に手動操舵に切り替

えて左舵を取ったが、平成２５年２月２５日２３時０５分ごろ本船の

右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

 船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターに本件灯浮標の映像が表示

されていたが、本船と本件灯浮標との距離を確認しなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、備讃瀬戸東航路を東北東進中、船長が、本件灯浮標の灯光

を視認した際、本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、レー

ダー及びＧＰＳプロッターにより、本船と本件灯浮標との距離を確認

しなかったことから、本件灯浮標に接近して航行し、本件灯浮標に衝



 

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸東航路を東北東進中、船長が、

本件灯浮標から離れて航行しているものと思い、レーダー及びＧＰＳ

プロッターにより、本船と本件灯浮標との距離を確認しなかったた

め、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・灯浮標などの航路標識を視認した場合には、レーダー及びＧＰＳ

プロッターにより、航路標識までの距離を確認しながら航行する

こと。 

 


